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３．身分証明書・・・個人営業の場合（市町村発行） ※令和６年１０月１日以降発行のもの 

 

４．営業証明書・・・個人営業の場合（市町村発行） ※令和６年１０月１日以降発行のもの 

 

５．登記事項証明書（履歴事項全部証明書）・・・法務局発行 
 ※令和６年１０月１日以降発行のもの。 

 ※「現在事項全部証明書」は受付できませんので、ご注意ください。 

 

６．許認可等に関する証明 

様式２（第２面）で登録希望の業種で、「許認可届出等」・「技術者名簿」の欄に記入 

した場合は、各証書・免許等の写しを添付してください。 
 

７．財務諸表 

令和６年１０月 1 日（審査基準日）直前１年度決算分 

【法人】・・・『損益計算書』及び『貸借対照表』 

 【個人】・・・『確定申告書』 
 

８．納税証明書 ※令和６年１０月１日以降発行のもの 

（１）網走市税 

網走市に納税義務を有している場合は、網走市税務課納税係発行の「市税納税証明

書（市税について未納額の無い証明用：300 円）」を提出してください。（写し可） 

税務課窓口で交付申請される場合は、代表者以外の方の場合は会社（納税義務者）

からの委任状が必要となります。 

    また、受取人の本人確認のための運転免許証等の身分証明書をご持参ください。 

   なお、納税直後は税務課で最新の納税状況を確認できない場合がありますので、 

納税後２週間以内に納税証明書の発行を希望される場合は、金融機関発行の領収書を

ご用意ください。 

    証明申請書の様式・郵送申請につきましては、網走市公式ウェブサイトでご確認 

ください。【https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/】 
※ 網走市に納税義務が無い場合は、『網走市税に関する申立書』（様式６）を 

提出してください。 

【準市内業者（Ｐ3 参照）の登録を希望される方】 

網走市法人市民税の納税状況について確認する必要があるため、上記の証明書に加えて、『網走
市法人市民税に関する閲覧承諾書』（様式１０）、または網走市における直近の「確定・修正・中
間申告書（第２０号様式）」もしくは「予告申告書（第２０号様式の３）」の写し（受付印のあるも
の）のいずれかを提出してください。 
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（２）消費税及び地方消費税 

税務署発行の「その３」または「その３の２」・「その３の３」のいずれかを提出 

してください。 

  ※証明が必要な税目は、消費税及び地方消費税です。 

 

９．印鑑証明書  ※令和６年１０月１日以降発行のもの 

 

１０．網走市税に関する申立書（様式６） 

 市外業者で網走市に納税義務が無い場合には、必ず提出してください。 

 

１１．従業員名簿（様式３） 

 個人営業の方は記入のうえ提出してください。 
 

１２．工場及び作業場の設備概要（様式４） 

 必要に応じて、網走市から提出を求められた場合にのみ、提出してください。 

 

１３．年間委任状（様式５） 

  支店・営業所等に入札・契約等に関する権限を委任する場合に提出してください。 

  ※今回申請の委任期間は「令和７年４月１日～令和８年３月３１日」となります。 

また、有効期間内に委任する本社（本店）や代表者、受任する支店・受任者等に 

変更があった場合には、「登録内容変更届」（様式７）に添付してください。 

申請年月日を記入して 

ください。 

本社代表者名を記入し、 

実印を押印してください。 

受任者による申立ての場合は、

申請者欄の押印は不要です。 
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１４．準市内業者の登録を希望する法人 

  網走市法人市民税の納税状況について確認する必要があるため、『網走市法人市民税

に関する閲覧承諾書』（様式１０）、または、網走市法人市民税の「確定・修正・中間

申請書（第２０号様式）」もしくは「予告申告書（第２０号様式の３）」の写し（受付

印のあるもの）のいずれかを提出してください。 
 

１５．資格審査申請書受理票・返信用封筒（１１０円切手貼付・宛名記入） 

  受付の受理確認が必要な場合に、受理票「任意様式または受付票(様式 1)写し」と 

下記と同様の封筒に「受理票返信用」と記載して提出してください。（受付後に送付） 
 

１６．資格決定通知用返信用封筒（１１０円切手貼付・宛名記入） 

 決定通知書の送付が必要な場合に、定型封筒（⾧形３号程度）に郵便番号と宛先を 

明記して１１０円分の切手を貼り付けしたうえで、封筒に「決定通知書返信用」と記載

して提出してください。（決定後に送付） 
 
 

 

 








